
 

報告第１   

専決処分の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

 

令和７年２月２０日提出  

 

白岡市長 藤井 栄一郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙  

専 決 処 分 書  

事故による和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決

処分する。  

 

令和７年１月１７日  

 

白岡市長 藤井 栄一郎  

 

１ 事故発生日時  令和６年１０月１１日（金）午前１時５０分頃  

２ 事故発生場所  白岡市実ケ谷１３番３先道路  

３ 相  手  方  白岡市  

   

４ 事 故 の 概 要    氏が市道２－２５号線を走行中、道路上のポ

ットホールにタイヤが落下し、フロントスポイラ

ー等が破損したものである。  

５ 損 害 賠 償 額  ２７２，７１４円  


